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第1条（契約の成⽴及びサービスの開始） 
1. オリエンタル技研⼯業株式会社（以下「当社」といいます）が、

Sensing Unit KANARIA（以下「本端末」といいます）に関して
提供するサービス（以下「本サービス」といいます）の申込みを
承諾する⽇は、申込書を当社が受け付けた⽇とします。 

2. 当社は、申込みの承諾後であっても、当社が必要と判断した場合
にはその承諾を取り消すことがあり、本サービスの提供を申し込
む者（以下「申込者」といいます）はこれを予め承諾するものと
します。 

3. 当社が、前項までの定めに従い申込みの承諾をした場合、申込者
との間で契約が成⽴します。本契約の締結⽇は、第１項に定める
当社が申込の承諾をした⽇とします。 

4. 本サービスの開始⽇は、本契約の成⽴後、本契約が成⽴すること
により本サービスの提供を受ける者（以下「契約者」といいま
す）が本端末の納品を受けた⽇とします。 
 

第2条（本規約の範囲及び変更） 
1. 本規約は当社サイト上での掲載、メール等の当社が適当と判断す

る⽅法で、契約者に通知することにより、契約者の事前の承諾な
しに新たな規定を追加、変更できるものとし、本規約が変更され
た場合、契約者は変更後の規約のみに従うものとします。 

2. 当社は、本サービスの機能追加や改善を⽬的として、本サービス
の⼀部の追加・変更を⾏うことがあります。ただし、当該追加・
変更によって、変更前の本サービスの機能・性能等が維持される
ことを保証するものではありません。 

 
第3条（諸規定の遵守） 

契約者は、当社が別途作成する取扱説明書の諸規定⼜は注意事項
等（変更後の規定を含む）を遵守しなければならないものとしま
す。 
 

第4条（本端末の売買契約の成⽴及び納品） 
1. 当社は、本契約の成⽴後速やかに、契約者が指定する場所に本端

末を送付し、契約者（契約者の役員、従業員を含む）がこれを受
領することにより、本端末を納品したものとします。 

2. 前項の引渡し前に⽣じた本端末の滅失、毀損、その他⼀切の損害
は、契約者の責に帰すべきものを除き当社の負担とし、引渡し後
に⽣じたこれらの損害は、当社の責に帰すべきものを除き契約者
の負担とします。 
 

第5条（動作確認及び契約不適合責任） 
1.      契約者は、本端末の引渡しが完了した後、直ちに本端末の動作

確認をしなければならないものとします。契約者は、動作確認に
よって本端末に不具合が発⾒された場合には、当社に対し、納品
後７⽇以内に不具合の内容を⽰して初期不良の申し出をするもの
とします。 

2.      当社は、前条の申し出が相当と認めるときは、直ちに修補⼜は
代品との交換を⾏うものとします。これにより不具合が除去され
た⽇をもって、本サービスの利⽤開始⽇とします。 

3.   契約者は、当社に対し、本端末の納品後３か⽉間に限り、本端
末の引渡し前の原因によって⽣じた種類、品質、数量に関する契
約内容への不適合（以下「契約不適合」といいます）について、
その契約不適合の事由を⽰して当社に通知し、当社がこれを相当
と認めた場合には、代品の納⼊⼜は⽋陥の修補のみを請求するこ
とができます。 
 

第6条（無償修理） 
1. 通常の取り扱いによって本端末に発⽣した⾃然故障及び不具合に

対しては、本契約の有効期間中は無償修理をいたします。故障し
た本端末は当社指定の宛先へご送付ください。詳細は当社営業担
当へご相談ください。 

2. 本端末が故障したことにより契約者⼜は第三者に⽣じた損害につ
いて、当社は⼀切の責任を負わないものとします。  
 

第7条（本サービスの有効期間） 
本契約は、契約が成⽴した⽇から効⼒を有するものとし、本サー
ビスの開始⽇から、1年契約プランの場合には 1 年が経過する⽇
までを、2年契約プランの場合には2年が経過する⽇までを有効期
間とします。 
 

第8条（お⽀払⽅法）  
契約者は、当社⼜は当社が指定した者（以下「当社等」といいま
す）に対して、当社等が指定する⽀払条件により⽀払うものとし
ます。追加料⾦その他の料⾦が発⽣する場合には、当社等はその
都度契約者に対して請求書を送付しますので、指定の⽇までに当
社等が指定する⽀払条件により⽀払うものとします。ただし、振
込⼿数料は契約者にご負担いただきます。 
 

第9条（禁⽌事項） 
契約者は、以下の各号の⾏為を⾏ってはならないものとします。  
1) 本端末のリバースエンジニアリングその他の⼿段により、本

端末の構造・機能・処理⽅法等を解析し、⼜は 本端末のソー
スコードを得ようとすること  

2) 本サービスの全部若しくは⼀部⼜はその使⽤する権利を、第
三者（合併等の事由による⼀般承継を含みます）に譲渡、貸
与、再配布・再使⽤許諾・公衆送信（送信可能化を含みま
す）を⾏うこと  

3) 本サービスを、当社の承諾なしに他の商⽤サービスに組み込
むこと  

4) 本端末及びマニュアル等関連資料の複製をすること 
5) 本端末及び本端末に使⽤されているプログラムの全部⼜は⼀

部を改変・翻案すること 

6) 権利保護を⽬的として本端末に予め設定された技術的な制限
を解除・無効化すること、⼜は当該⾏為の⽅法を第三者に公
開⼜は提供すること 

7) その他当社が不適当と判断する⾏為を⾏うこと 
 

第10条（契約の解除及び解約） 
1. 当社は、契約者が次の各号のいずれか⼀に該当するときは、何ら

の通知、催告を要することなく本契約を解除することができるも
のとします。  

1) 銀⾏取引停⽌処分を受けたとき   
2) 差押、競売、滞納処分を受けたとき   
3) 破産、⺠事再⽣、会社更⽣の申し⽴てを受け、あるいは⾃

ら申し⽴てたとき   
4) 解散の決議をなしたとき   
5) 違法⾏為をなしたとき   
6) 本規約及び/⼜は本契約に定める事項に違反したとき    

2. 前項の定めによる解除は、契約者に対する損害賠償の請求を妨げ
ないものとします。 

3. 契約者は、当社所定の⼿続により本契約を途中解約することがで
きます。その場合であっても、当社は契約者に対し、未到来の契
約期間に相当するサービス利⽤料相当額を請求することができ、
これが既に⽀払われている場合は返還しないものとします。 
 

第11条（委託） 
当社は、本サービスの提供に関する業務の全部⼜は⼀部を契約者
の承諾なしに第三者に委託することができます。 
 

第12条（損害賠償の範囲等） 
1. 当社⼜は契約者は、本規約に違反して相⼿⽅に損害を与えた場合

には、本規約に別段の定めがある場合を除き、その損害を賠償す
る責任を負います。ただし、本規約に関する各当事者の賠償責任
は、直接かつ通常の損害に限り、逸失利益、事業機会の損失等の
間接的な損害は含まないものとします。なお、当社⼜は契約者の
故意⼜は重過失により損害が⽣じた場合はこの限りではないもの
とします。 

2. 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合において、当社の
賠償責任は、契約者が当社等に⽀払う申込書記載の利⽤料を限度
とします。ただし、当社の故意⼜は重過失により損害が⽣じた場
合はこの限りでないものとします。 
 

第13条（知的財産権） 
   1.   本サービスを構成する有形・無形の構成物（本端末、ソフトウェ

アプログラム、アイコン、画像、⽂章、マニュアル等の関連ドキ
ュメントを含みます）に関する特許権、著作権を含む⼀切の知的
財産権は、当社⼜は当社に許諾した第三者に帰属します。 

         2.   当社は、本サービスに関し、第三者の特許権その他の知的財産権
に対する侵害がないことを保証するものではなく、契約者が、本
製品に関し第三者から知的財産権の侵害の申⽴て（警告、訴訟の
提起を含みます）を受けた場合においても、何らの責任を負いま
せん。 
 

第14条（免責事項） 
1. 当社は、契約者に対し、本サービスの内容、機能、及び利⽤によ

り得る成果等について、その完全性、正確性、確実性、⽬的適合
性、有⽤性、合法性等いかなる保証も⾏いません。  

2. 本サービスの利⽤に供する装置、ソフトウェア、⼜は通信網の瑕
疵、障害、動作不良若しくは不具合により、契約者に損害が⽣じ
た場合であっても、当社は⼀切その責任を負わないものとしま
す。  

3. 当社は、本サービス内に保管されたデータの漏洩、滅失、損壊に
ついて、当社に故意⼜は重⼤な過失がある場合を除いて、⼀切の
責任を負わないものとします。  

4. 当社は、本サービスの利⽤契約の申込内容に従って事務処理する
ことにより、契約者に⽣じたいかなる損害についても⼀切の責任
を負わないものとします。 

5. 当社は、契約者に対し、適宜情報提供やアドバイスを⾏うことが
ありますが、それにより責任を負うものではありません。  

6. 当社は、契約者が本規約に違反したことによって⽣じた損害等に
ついては、⼀切責任を負わないものとします。  

7. 契約者が、本サービスを利⽤することにより、他の契約者⼜は第
三者に対して損害等を与えた場合には、当該契約者は⾃⼰の責任
と費⽤において解決し、当社には⼀切損害等を与えないものとし
ます。  

8. 前項までに掲げるもののほか、予期せぬ要因で 本サービスの品質
低下や障害等が⽣じた場合、それによって契約者に⽣じたいかな
る損害についても、当社は⼀切その責任を負わないものとしま
す。  

9. 本サービスにおいて、契約者と第三者（他の契約者及び契約者の
顧客を含みます）の間で⽣じた紛争に関して、当社は⼀切その責
任を負わず、第三者が当社に対して責任を追及したために当社が
損害賠償⾦の⽀払い、和解⾦の⽀払いその他の損害を被り、⼜は
防御費⽤（弁護⼠費⽤及び訴訟費⽤を含みます）の⽀出をしたと
きは、契約者は直ちに当社の損害及び⽀出した費⽤を補償するも
のとします。  
 

第15条（準拠法及び合意管轄） 
1. 本契約の成⽴、効⼒、履⾏及び解釈に関しては、⽇本国法が適⽤

されるものとします。 
2. 本契約に関する当社と契約者との間におけるすべての紛争につい

ては、東京地⽅裁判所（本庁）を第⼀審の専属的合意管轄裁判所
とします。 


